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一 

○ 昭 和 六 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 七 十 八 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 十 四 条 の 規 定 に 基 づ く 構 内 無 線 局 の 用 途 、 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 並 び に 空 中 線 電 力 を 定 め る 件 ）

の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表                                         （ 傍 線 部 分 は 改 正 箇 所 ） 

改  正  案 現     行 

二 移 動 体 識 別 （ 設 備 規 則 第 二 十 四 条 第 十 五 項 に 規 定 す る も の を い う 。 ） 用 二 ［ 同 上 ］ 
 電 波 の 型 式 周 波 数 空 中 線 電 力   電 波 の 型 式 周 波 数 空 中 線 電 力  
  （１

）
 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 〇 kH

z
以

下 の も の 
九 一 六 ・ 八 MH

z
、 九 一 八 MH

z
、 九 一

九 ・ 二 MH
z

、 九 二 〇 ・ 四 MH
z

、 九 二 〇 ・

六 MH
z

又 は 九 二 〇 ・ 八 MH
z

 

（２
）

 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 〇 kH
z

を

超 え 四 〇 〇 kH
z

以 下 の も の 

九 二 〇 ・ 五 MH
z

又 は 九 二 〇 ・ 七 MH
z

 

（３
）

 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇 〇 kH
z

を

超 え 六 〇 〇 kH
z

以 下 の も の 

九 二 〇 ・ 六 MH
z

 
一 ワ ッ ト 以 下   Ｎ 〇 Ｎ 、 Ａ 一 Ｄ 、

Ａ Ｘ Ｎ 、 Ｈ 一 Ｄ 、

Ｒ 一 Ｄ 、 Ｊ 一 Ｄ 、

Ｆ 一 Ｄ 、 Ｆ 二 Ｄ 又

は Ｇ 一 Ｄ 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］  

 ［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］   ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］  
  

附 則 
 こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 


